
「あんしんカード」説明書 

冷蔵庫に貼っておきましょう 

≪あんしんカードとは？≫ 

緊急時に必要な医療情報をあんしんカードに記入して 

迅速な救急活動に役立てるものです。 

 

≪対象者≫ 

それぞれの地域(自治会長・地区社協など)が必要と認める者（希望者含む） 

 例）独居高齢者、高齢者のみの世帯、障害者(児)のいる世帯 

母子・父子世帯など 

 

≪あんしんカードと一緒に入れておくと便利なもの≫ 

① お薬の処方箋（説明書）又はお薬手帳のコピー 

② 保険証のコピー 

③ 診察券のコピー など 

 

≪あんしんカードの目的≫ 

あんしんカードを設置することにより、対象者の緊急時において迅速かつ適切な

対応が出来る体制を確保し、地域での安心安全な生活を継続できるよう支援する

ことを目的とします。 

その他、あんしんカードの配布、記入の確認、更新の案内を通じて、地域ぐるみ

で見守っているというメッセージになります。あんしんカードをきっかけとした

顔の見える関係づくりが継続され、一人でも多くの高齢者や障がい者等と地域と

の繋がりが広がっていくことを期待しています。 

 

≪あんしんカード活用のイメージ≫ 

① 必要事項を記入し、カード入れに入れます。 

※記入方法は裏面にあります。 

② あんしんカードを冷蔵庫の扉の正面に貼り付けて備えま

す。 

③ 緊急事態発生（119番へ通報する） 

④ 救急隊到着 

⑤ 冷蔵庫前に貼ってあるカードを取り出し情報確認 

⑥ かかりつけの医療機関、または他の医療機関へ情報を伝達 

⑦ 緊急時の連絡先（ご家族等）へ連絡 

※ご利用にあたり、以下の点をご了解ください 

・救急隊などが救急活動のため、本人及び同居人等の同意を得ることなく 

 あんしんカードを取り出すことがあります。 

・あんしんカードは、救急隊が必要と判断した場合に活用します。そのため、 

 保持者と分かっている場合でも、活用されない場合があります。 

・救急活動において、必ずしも緊急連絡等が実行できるものではありません。 

 

《その他運用に関すること》 

・市内居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)などとも連携し周知を行います。 

・あんしんカードは市社協ホームページよりダウンロードすることができます。 

冷蔵庫への貼り付け例 



≪記入の仕方、注意事項≫ 

 

 

 

 

 

 

お問合せ先 魚津市社会福祉協議会 地域福祉課  

電話２２－８３８８ Fax２２－８３９０ 

                               E-mail fukushi@uoshakyo.net 

生年月日：年については西

暦、または該当する年号を

○で囲み、ご記入くださ

い。 

医療機関名は２ヵ

所記入できます

が、身体状況をよ

く把握している医

療機関を優先して

ご記入ください。 

服薬中の薬：薬剤

情報提供書のコピ

ー、くすり手帳の

コピー、薬袋など

を入れることで代

えてください。 

緊急連絡先：ご自

身の状況を把握し

ている方を優先し

てご記入くださ

い。ご家族以外の

方でも構いませ

ん。 

mailto:fukushi@uoshakyo.net

